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■
受
付
期
間

　

８
月
23
日
㈬
～
９
月
５
日
㈫

■
選
考
方
法
、
選
考
結
果
等

　
「
星
野
哲
郎
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
」
選

考
委
員
会
に
て
選
考
を
行
い
、
選

考
結
果
は
、
10
月
下
旬
ご
ろ
ま
で

に
在
学
学
校
長
を
経
て
本
人
に
通

知
し
ま
す
。

　

ま
た
、
町
広
報
等
で
公
表
お
よ

び
星
野
哲
郎
記
念
館
に
お
い
て
顕

彰
し
ま
す
の
で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２
‐
２
３
０
１

　

周
防
大
島
町
久
賀
５
１
３
４

　

星
野
哲
郎
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
選
考

委
員
会
事
務
局
（
商
工
観
光
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て

○
児
童
扶
養
手
当

　

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
、
父
ま
た

は
母
が
重
度
の
障
害
に
あ
る
家
庭
等

で
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
受
給
資

格
者
に
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

■
手
当
額

　
受
給
資
格
者
が
養
育
す
る
児
童

の
数
、
受
給
資
格
者
ま
た
は
生
計

が
同
じ
扶
養
義
務
者
（
祖
父
母
等
）

の
所
得
等
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

■
支
給
月

　
４
・ 

８
・
12
月
に
、
前
月
ま
で

の
４
カ
月
分
を
支
給
し
ま
す
。

※
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
８
月
31
日
㈭
ま
で
に

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
養
育

し
て
い
る
受
給
資
格
者
に
支
給
さ

れ
る
制
度
で
す
。

※
現
在
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、
９
月
11
日

㈪
ま
で
に
所
得
状
況
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
い
ず
れ
の
場
合
も
、
支
給
要
件

お
よ
び
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
い
こ
と
は
、
福
祉
課
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　
　

　

福
祉
課　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練

促
進
給
付
金
事
業
の
お
知
ら
せ

　
看
護
師
等
経
済
的
自
立
に
効
果

的
な
資
格
を
取
得
す
る
た
め
１
年

以
上
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合

に
、
生
活
費
の
負
担
軽
減
の
た
め

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
支

給
す
る
と
と
も
に
、
養
成
課
程
の

修
了
後
に
修
了
支
援
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

お知らせ８月

■
対
象
者
　

　

町
内
に
居
住
す
る
母
子
家
庭
の

母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
で
、
次

の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
か
、
同
様
の
所
得
水
準
に

あ
る
方

・
修
業
年
限
１
年
以
上
の
養
成
機

関
で
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取
得

が
見
込
ま
れ
る
方

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
、
修
業
の

両
立
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
方

・
過
去
に
母
子
家
庭
高
等
技
能
訓
練

促
進
費
等
を
受
給
し
て
い
な
い
方

■
対
象
と
な
る
資
格

　

看
護
師
・
准
看
護
師
、
介
護
福

祉
士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、
歯
科
衛
生
士
、
社

会
福
祉
士
、
調
理
師
・
製
菓
衛
生

師
、
町
長
が
町
の
実
情
に
応
じ
て

認
め
る
資
格

■
給
付
金
の
支
給
額
お
よ
び
支
給

対
象
期
間

　

修
業
期
間
の
内
、
最
長
３
年
間

に
支
給
し
ま
す
。

・
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

①
町
民
税
非
課
税
世
帯　

　

 

月
額
10
万
円

②
町
民
税
課
税
世
帯　

　

月
額
７
万
５
０
０
円

・
修
了
支
援
給
付
金（
修
了
後
支
給
）

①
町
民
税
非
課
税
世
帯　

５
万
円

②
町
民
税
課
税
世
帯 

２
万
５
千
円

■
給
付
金
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

　

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
受
験
前
の
事

前
相
談
が
必
要
で
す
。
面
談
に
よ

り
、
資
格
の
取
得
見
込
み
や
生
活

状
況
の
聴
取
等
を
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ    

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

平
成
29
年
度
後
期
危
険
物
取

扱
者
試
験
案
内

■
資
格
の
内
容

    

消
防
法
で
は
、
一
定
量
以
上
の

危
険
物
（
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
等
）

を
取
り
扱
う
施
設
に
は
、「
危
険
物

取
扱
者
」
を
置
い
て
取
り
扱
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
試
験
の
種
類
実
施
日
・
場
所

【
種
　
類
】
危
険
物
取
扱
者
試
験

（
甲
種
・
乙
種
・
丙
種
）

【
実
施
日
】
11
月
19
日
㈰

【
場
　
所
】
県
内
各
市

■
受
験
資
格

　

甲
種
以
外
は
誰
で
も
受
験
で
き

ま
す
。

■
受
験
申
請
の
手
続
き

　

受
験
申
請
の
手
続
き
方
法
は
、

書
面
申
請
と
電
子
申
請
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
）
が
あ
り
ま
す
。

書
面
申
請
は
最
寄
り
の
消
防
機
関

に
置
い
て
あ
る
受
験
願
書
に
必
要

書
類
を
添
え
て
期
限
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

電
子
申
請
の
詳
細
は
（
一
財
）

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w.shoubo-shiken.or.jp

■
願
書
受
付
期
間

・
書
面
申
請　

９
月
６
日
㈬
～
20

日
㈬

・
電
子
申
請　

９
月
３
日
㈰
～
17

日
㈰

■
試
験
準
備
講
習
会

　

乙
種
第
4
類
受
験
者
を
対
象
と
し

た
試
験
準
備
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

・
日
時　

10
月
25
日
㈬
・
26
日
㈭

の
2
日
間
（
両
日
と
も
9
時
か
ら

16
時
ま
で
）

・
場
所　

中
国
電
力
㈱
柳
井
発
電

所
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル
（
柳
井
市
宮

本
塩
浜
１
５
７
８
‐
８
）

・
定
員　

30
名

・
受
講
料　

周
東
地
区
危
険
物
安

全
協
会
会
員　

５
５
０
０
円
、
非

会
員　

８
５
０
０
円

・
申
し
込
み　

最
寄
り
の
消
防
署

（
所
）
に
置
い
て
あ
る
受
講
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
願
書
受

付
期
間
内
に
消
防
署
（
所
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。（
受
講
料
は
講

習
会
当
日
に
徴
収
）

■
そ
の
他

　

柳
井
市
に
お
い
て
は
、「
乙
種
第

４
類
」
の
試
験
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

集
合
時
間　

午
前
９
時
30
分

■
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
７
７
７
４

お
知
ら
せ


